
土砂災害警戒区域（北檜山区）
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【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
（Tel.0137-82-0309）

平成２１年３月に土砂災害警戒区域等に指定されました！

せたな町北檜山区 団地の沢川　土砂災害ハザードマップ 平成２１年４月

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課（Tel.0137-84-5111)
　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：鵜泊団地母と子の家

位 置 図（図の上位が北を示す）

作 成 年 月 ：

せたな町役場　総務課発 行 元 ：

土砂災害警戒区域等に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害が発生
した場合、住民の生命または身体に危害が生じるおそれのある区
域」です。
○赤色で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂災害が
発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著
しい危害が生じるおそれのある区域」です。

※土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨のときには警戒避
難が必要となりますので注意してください。
※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生する
可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜面や渓流、
避難場所などをよく確認しましょう。

●避難の勧告等があった場合は、速やかにそ
の指示に従いましょう。
●近隣所の人たちに声を掛け合って集団で避
難しましょう。
●必ず徒歩で避難し、自動車は使わないよう
にしましょう。
●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切っておきま
しょう。
●ラジオ、テレビなどの災害情報をよく聞き、あ
わてず落ち着いて行動しましょう。

Ⅰ-26-0440 団地の沢川

避難場所：
鵜泊団地母と子の家

Ⅰ-26-0440
（土石流）

鵜泊団地母と子の家へ
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平成２１年１１月に土砂災害警戒区域等に指定されました！

せたな町北檜山区 左股小学校の沢　土砂災害ハザードマップ 平成２１年１１月作成年月 ：

せたな町役場　総務課発 行 元 ：

土砂災害警戒区域等に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害が発生
した場合、住民の生命または身体に危害が生じるおそれのある区
域」です。
○赤色で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂災害が
発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著
しい危害が生じるおそれのある区域」です。

※土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨のときには警戒避
難が必要となりますので注意してください。
※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生する
可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜面や渓流、
避難場所などをよく確認しましょう。

●避難の勧告等があった場合は、速やかにそ
の指示に従いましょう。
●近隣所の人たちに声を掛け合って集団で避
難しましょう。
●必ず徒歩で避難し、自動車は使わないよう
にしましょう。
●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切っておきま
しょう。
●ラジオ、テレビなどの災害情報をよく聞き、あ
わてず落ち着いて行動しましょう。

位 置 図（図の上位が北を示す）

【緊急連絡先】
○せたな町役場総務課

（Tel.0137-84-5111)
○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所

（Tel.0137-82-0309）
○避難場所：せたな町農業センター管理棟

（Tel.0137-85-1276）

【土砂災害に関するお問い合わせ】

渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
（Tel.0137-82-0309）

農業センターへ

避難場所：農業センター

Ⅰ-26-0310 左股小学校の沢

左股小学校の沢
Ⅰ-26-0310
（土石流）
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№

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　　（Tel.0137-82-0309）

平成２９年６月に土砂災害警戒区域等に指定されました！

平成２９年７月作成年月 ：

せたな町役場　総務課発 行 元 ：

①土砂災害警戒区域

せたな町北檜山区　北檜山太櫓地区　土砂災害ハザードマップ

②土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

　Ⅰ-26-0380

箇所名

　北檜山太櫓

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課　（Tel.0137-84-5111)
　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所
　　・せたな町民ふれあいプラザ
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-84-5563)
　　・旧太櫓小学校

№

　太櫓中央川

1

2

箇所番号

　Ⅰ-2-571-1609

　Ⅱ-26-0410

　Ⅱ-26-0400

箇所番号

　Ⅱ-26-0390

　Ⅰ-2-570-1608

　Ⅰ-2-569-1607

　Ⅰ-2-568-1606

8

9

箇所名

　北檜山太櫓１

　北檜山太櫓３－(１)

　北檜山太櫓３－(２)

　野口の沢

　水道の沢川

　片石の沢

　鍋川

3

4

5

6

7

　Ⅰ-26-0420

●避難の勧告等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●近隣所の人たちに声を掛け合って集団で避難
しましょう。

●近くの避難場所へ避難する際は、できるだけ
徒歩で避難し、自動車は使わないようにしま
しょう。

●避難する前に、ガスの元栓を閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切っておき
ましょう。

避難先：せたな町民ふれあいプラザ

（緊急時：旧太櫓小学校２階）

土砂災害警戒区域等に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

○赤色で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂
災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命ま
たは身体に著しい危害が生じるおそれのある区域」です。

※土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨のときには警
戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

①（Ⅰ-2-571-1609）北檜山太櫓

②（Ⅰ-26-0380）太櫓中央川

⑤（Ⅰ-2-570-1608）北檜山太櫓３－(２)

⑥（Ⅱ-26-0390）野口の沢

⑦（Ⅱ-26-0400）水道の沢川

⑧（Ⅱ-26-0410）片石の沢

④（Ⅰ-2-569-1607）北檜山太櫓３－(１)

③（Ⅰ-2-568-1606）北檜山太櫓１

⑨（Ⅰ-26-0420）鍋川



　

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課　（Tel.0137-84-5111)
　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所
　　・せたな町民ふれあいプラザ
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-84-5563)
　　・旧太櫓小学校
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【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　　（Tel.0137-82-0309）

平成２９年９月に土砂災害警戒区域等に指定されました！

平成３０年１月作成年月 ：

せたな町役場　総務課発 行 元 ：

せたな町北檜山区　北檜山太櫓２　土砂災害ハザードマップ

全体延長Ｌ＝３２０ｍ

●避難の勧告等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●近隣所の人たちに声を掛け合って集団で避難
しましょう。

●近くの避難場所へ避難する際は、できるだけ
徒歩で避難し、自動車は使わないようにしま
しょう。

●避難する前に、ガスの元栓を閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切っておき
ましょう。

避難先：せたな町民ふれあいプラザ

（緊急時：旧太櫓小学校２階）

土砂災害警戒区域等に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

○赤色で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂
災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命ま
たは身体に著しい危害が生じるおそれのある区域」です。

※土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨のときには警
戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

（Ⅰ-2-572-1610）北檜山太櫓

Ⅰ-2-572-1610
北檜山太櫓2



　

せたな町北檜山区　北檜山古櫓多(1),(2)　土砂災害ハザードマップ
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【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　　（Tel.0137-82-0309）

平成２９年９月に土砂災害警戒区域等に指定されました！

平成３０年１月作成年月 ：

せたな町役場　総務課発 行 元 ：

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課　（Tel.0137-84-5111)
　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所
　　・せたな町民ふれあいプラザ
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-84-5563)
　　・旧太櫓小学校

全体延長Ｌ＝６７ｍ 全体延長Ｌ＝２０６ｍ

●避難の勧告等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●近隣所の人たちに声を掛け合って集団で避難
しましょう。

●近くの避難場所へ避難する際は、できるだけ
徒歩で避難し、自動車は使わないようにしま
しょう。

●避難する前に、ガスの元栓を閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切っておき
ましょう。

避難先：せたな町民ふれあいプラザ

（緊急時：旧太櫓小学校２階）

土砂災害警戒区域等に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

○赤色で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂
災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命ま
たは身体に著しい危害が生じるおそれのある区域」です。

※土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨のときには警
戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

（Ⅱ-2-362-1145）北檜山古櫓多(2)
（Ⅱ-2-361-1144）北檜山古櫓多(1)

北檜山古櫓多(1)
Ⅱ-2-361-1144
北檜山古櫓多(2)
Ⅱ-2-362-1145



　

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課　（Tel.0137-84-5111)
　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所
　　・鵜泊団地母と子の家（Tel.0137-86-0456)
　　・せたな町民ふれあいプラザ
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-84-5563)
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【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　　（Tel.0137-82-0309）

平成２９年９月に土砂災害警戒区域等に指定されました！

平成３０年１月作成年月 ：

せたな町役場　総務課発 行 元 ：

せたな町北檜山区　北檜山新成１・鵜泊川　土砂災害ハザードマップ

●避難の勧告等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●近隣所の人たちに声を掛け合って集団で避難
しましょう。

●近くの避難場所へ避難する際は、できるだけ
徒歩で避難し、自動車は使わないようにしま
しょう。

●避難する前に、ガスの元栓を閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切っておき
ましょう。

避難先：鵜泊団地母と子の家

（緊急時：せたな町民ふれあいプラザ）

土砂災害警戒区域等に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

○赤色で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂
災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命ま
たは身体に著しい危害が生じるおそれのある区域」です。

※土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨のときには警
戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

（Ⅱ-26-0450）鵜泊川

Ⅱ-26-0450
鵜泊川

鵜泊団地母と子の家

（Ⅱ-2-358-1141）北檜山新成1

Ⅱ-2-358-1141
北檜山新成1



　

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課　（Tel.0137-84-5111)
　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所
　　・鵜泊団地母と子の家（Tel.0137-86-0456)
　　・せたな町民ふれあいプラザ
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-84-5563)
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【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　　（Tel.0137-82-0309）

平成２９年９月に土砂災害警戒区域等に指定されました！

平成３０年１月作成年月 ：

せたな町役場　総務課発 行 元 ：

せたな町北檜山区　北檜山新成2.3・良瑠川　土砂災害ハザードマップ

●避難の勧告等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●近隣所の人たちに声を掛け合って集団で避難
しましょう。

●近くの避難場所へ避難する際は、できるだけ
徒歩で避難し、自動車は使わないようにしま
しょう。

●避難する前に、ガスの元栓を閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切っておき
ましょう。

避難先：鵜泊団地母と子の家

（緊急時：せたな町民ふれあいプラザ）

土砂災害警戒区域等に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

○赤色で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂
災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命ま
たは身体に著しい危害が生じるおそれのある区域」です。

※土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨のときには警
戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

（Ⅱ-2-359-1142）北檜山新成2

Ⅱ-2-360-1143
北檜山新成3

鵜泊団地母と子の家

（Ⅱ-2-360-1143）北檜山新成3

（Ⅱ-26-0430）良瑠川

Ⅱ-2-359-1142
北檜山新成2

Ⅱ-26-0430
良瑠川












